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午後１時００分開会 

○工藤てつや議長 これより本日の会議を開きます。

事務局長より諸般の報告をいたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

                        

○工藤てつや議長 これより日程に入ります。 

  日程第１から第５までを一括議題といたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 第 ６号議案 令和６年度足立区一般会計予算 

 第 ７号議案 令和６年度足立区国民健康保険特

別会計予算 

 第 ８号議案 令和６年度足立区介護保険特別会

計予算 

 第 ９号議案 令和６年度足立区後期高齢者医療

特別会計予算 

 第４０号議案 令和６年度足立区一般会計補正予

算（第１号） 

                         

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

 これより、予算特別委員会の審査経過並びに結果

について委員長より報告があります。 

  ３９番たがた直昭議員。 

［たがた直昭議員登壇］ 

○たがた直昭議員 ただいま議題となりました第６

号議案 令和６年度足立区一般会計予算、第７号

議案 令和６年度足立区国民健康保険特別会計予

算、第８号議案 令和６年度足立区介護保険特別

会計予算、第９号議案 令和６年度足立区後期高

齢者医療特別会計予算、第４０号議案 令和６年

度足立区一般会計補正予算（第１号）、以上５議案

について、予算特別委員会を代表いたしまして、

委員会における審査の経過並びに結果について御

報告を申し上げます。 

  本特別委員会は、去る２月２６日の本会議にお

いて設置され、延べ６日間にわたって審査を重ね

てまいりました。 

  審査に先立ち、正副委員長の互選が行われ、私

が委員長に、吉岡茂委員、はたの昭彦委員が副委

員長に選任をされました。副委員長をはじめ委員

各位の多大なる御協力により、本定例会の重要案

件である令和６年度４会計予算及び同時補正予算

の審査が無事に終了し、ここに御報告できますこ

とを心から感謝申し上げます。 

  令和６年度予算は、「命と暮らしを守り抜く。安

心と活力のあだち」と銘打ち、新型コロナウイル

ス感染症の影響から日常を取戻しつつある中で、

自然災害や物価高騰等の区民生活を脅かす不安を

取り除き、全ての区民の方が安心を実感し、区全

体が活力あるまちになるためのものとしておりま

す。 

  予算規模で申し上げますと、一般会計予算は前

年度比１４２億円、４．５％増の３,３００億円と

なりました。 

  国民健康保険特別会計は７２８億円、介護保険

特別会計は６８３億円、後期高齢者医療特別会計

は１８９億円となり、これら４会計の合計は４,

８９９億円余となっております。 

  本特別委員会は、以上の点を踏まえて、補正予

算を含めた一般会計予算並びに３特別会計予算の

審査に入りました。 

  審査に先立ち、補正予算を含む５議案を一括議

題に供し、順次質疑を行い、最終日に各会派の代

表による討論並びに無会派の意見表明を行った後、

採決を行うことといたしました。また、３月５日

付で第６号議案に対し修正案が提出されたため、

これについても審査を進めていくことといたしま

した。 

  次に、質疑について申し上げます。 

  今回の委員会においては、今後の行財政運営、

基金残高、エリアデザイン、治安対策、防災対策、

建築物耐震化促進事業、町会・自治会の活性化支

援、物価高騰対策、区内事業者支援、高齢者支援、

介護施策、健康施策、ＳＤＧｓ事業の推進、バス
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事業者支援、デマンド交通実証実験、給付型奨学

金、いじめ対策、不登校支援、学校ＩＣＴ化、子

育て支援、選挙管理委員の資格要件などが論点と

なり、各委員から、それぞれの立場で区政全般に

ついて幅広く質疑が行われました。 

  引き続き６日目には、各会派からの討論が行わ

れ、足立区議会公明党を代表して、石毛かずあき

委員から、第６号議案から第９号議案及び第４０

号議案の５議案の原案全てに賛成、第６号議案に

対する修正案に反対の立場から討論がありました。

その要旨を申し上げます。 

  区は、令和６年度予算を、「命と暮らしを守りぬ

く。安心と活力のあだち」と名付け、新型コロナ

ウイルス感染症の影響から日常を取り戻しつつあ

る中で、依然と続く物価高騰等の対策、福祉まる

ごと相談課の創設による包括的相談支援、はるか

ぜの路線維持に向けた協同事業及び新たな交通手

段としてのデマンドタクシー実証実験等、区民生

活を脅かす不安を取り除き、全ての区民の方が安

心を実感し、区全体が活力あるまちになることを

目指した予算編成を行った。 

  特に能登半島地震は改めて災害への危機感を高

めることとなり、災害備蓄の当初予定から積み増

しや建築物耐震化促進事業の助成対象拡充等、命

を守り抜くための予算措置が行われた。 

  以前から我が党より要望した出産費助成事業、

子ども・高齢者支援、防災・防犯対策、自然災害

や物価高騰対策など、区全体が活力あるまちにな

ることを目指しており、大いに評価する。 

  共産党の提出の修正案は、中長期的な区政運営

を配慮した案とは言えず、修正案には到底賛成で

きない。 

  最後に、今回の予算特別委員会で我が党の委員

から指摘し要望した防災減災、災害対策、女性の

健康支援を含めたすこやかプラザあだちの機能強

化の活用、高齢者サービスの向上と支援、介護予

防対策の取組、介護職員への研修方法、資格取得

の助成支援、伝統工芸・ものづくり産業への支援、

町会・自治会への支援、学童保育室の入室を含め

た医療的ケア児への支援、交通不便地域解消対策、

区外に向けたシティプロモーションの推進、ＩＣ

Ｔを活用した児童・生徒の学力向上の取組、教職

員の負担軽減・ストレス対策の強化、ＨＰＶワク

チン接種の更なる周知など、様々な提案にも真摯

に対応していただけるよう要望する。 

  以上が、足立区議会公明党の討論要旨でありま

す。 

  次に、足立区議会自由民主党を代表してかねだ

正委員から、第６号議案から第９号議案及び第４

０号議案の５議案の原案全てに賛成、第６号議案

に対する修正案に反対の立場から討論がありまし

た。その要旨を申し上げます。 

  本年１月１日に発生した能登半島地震は、改め

て災害への危機感を高めることとなった。区の防

災減災対策の強化・充実に注力していく必要があ

り、いざというときに区民生活を守り支えられる

よう、大規模災害に備えた堅実な財政運営が求め

られる。 

  令和６年度予算は、「命と暮らしを守りぬく。安

心と活力のあだち」と名付け、自然災害や物価高

騰等、区民生活を脅かす不安を取り除き、全ての

区民の方が安心を実感し、区全体が活力あるまち

になることを目指すとした予算となった。 

  災害備蓄の積み増しや建築物耐震化促進事業の

助成対象拡充等、命を守り抜くための予算措置を

直ちに行い、福祉まるごと相談課創設による包括

的相談支援の開始、はるかぜの路線維持に向けた

協同事業及び新たな交通手段としてのデマンドタ

クシー実証実験等、区民に寄り添い、暮らしを支

えることを意識した予算となっており、一定の評

価をするものである。 

  なお、予算特別委員会において我が党委員が指

摘したパブリックスペースの充実、六町駅前区有

地活用事業の早期着工、足立区観光ガイドマップ
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の作成、企業誘致の促進、子どもたちの英語学習・

国際交流機会の充実、自治体間の国際交流推進の

ための所管設置、福祉まるごと相談課の体制サポ

ート、デマンドタクシー実証実験における周知徹

底、インフラ整備、受援計画の推進、災害備蓄輸

送拠点の検討、自衛隊員募集支援、刑法犯認知件

数減少対策、糖尿病対策、町会・自治会活動支援

など、様々な提案及び要望事項については、本予

算の執行と今後の区政運営に確実に反映するよう

強く要望する。 

  最後に、共産党から提出された修正案について

は、長期的で安定した区政運営を捉えたものでは

なく、到底達成できるものではないことを申し上

げて討論とする。 

  以上が、足立区議会自由民主党の討論要旨であ

ります。 

  次に、日本共産党足立区議団を代表して、小林

ともよ委員から、第６号議案、第７号議案、第９

号議案及び第４０号議案の４議案に反対、第８号

議案及び第６号議案に対する修正案に賛成の立場

から討論がありました。その要旨を申し上げます。 

  一般会計予算案について、高齢者の紙おむつ、

補聴器購入補助の所得要件撤廃、生計困難者の介

護保険利用料軽減など、我が党も繰り返し求めて

きた予算化は歓迎するが、全国でトップクラスの

基金はため込み過ぎと言わざるを得ない。区民の

暮らしに見合った積極的な活用こそ必要である。 

  昨年実施した運輸や福祉事業、浴場などに対す

る支援策の実施を直ちに踏み出すべきである。家

庭内備蓄は支援せず、備蓄をお願いするだけとい

う区の姿勢は、区民の命を守り抜く姿勢とは言え

ない。 

  精神障がい者については、タクシー券を出さず

運賃軽減サービスを求めることさえ拒否する、矛

盾かつ冷たい姿勢である。公共交通バスやはるか

ぜなど減便・廃線が続く地域に関しては全くの無

策で、高齢者の足を守る立場に立っていない。こ

れでは命と暮らしをないがしろの予算と言わざる

を得ない。 

  我が党が提案した修正案には、給付型奨学金の

拡充や返済支援、生きがい奨励金の復活などがあ

り、基金総額の１．５％、予算総額では０．０８％

の増額予算で４５万人の区民・事業者を応援する

ことができ、今後に生きるものである。 

  介護保険特別会計では、基準額を値下げに踏み

切ったことで賛成するが、所得の多くない課税者

の保険料の大幅値上げは歯止めを掛けることを求

める。 

  国民健康保険特別会計は、国は公費負担の増額

を拒否し続けており、平均保険料は令和５年度と

比較して１万３，１５７円の値上げ、均等払いに

至っては５，５００円の大幅値上げとなる保険料

の値上げであり、到底賛成できない。 

  後期高齢者医療特別会計は、値上げをしない努

力をしたことは認めるが、全体としては保険料の

値上げとなったことは認められない。何よりも、

区民の命と暮らしを守る施策を最優先とすること

を改めて強く求める。 

  以上、日本共産党足立区議団と討論要旨であり

ます。 

  次に、日本維新の会足立区議団を代表して、富

田けんたろう委員から、第６号議案から第９号議

案及び第４０号議案の５議案の原案全てに賛成、

第６号議案に対する修正案に反対の立場から討論

がありました。その要旨を申し上げます。 

  区は、令和６年度予算を、「命と暮らしを守りぬ

く。安心と活力のあだち」と名付け、能登半島地

震を受け、災害備蓄の当初増量予定からの積み増

し、建築物耐震化促進事業の助成対象拡充等、区

民の命を守り抜くための予算措置を直ちに講じた

ことや、福祉まるごと相談課の創設、デマンドタ

クシー実証実験等は、区民の暮らしを守り抜くこ

とを意識した区の新たな挑戦として大いに評価す

る。 
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  また、本予算特別委員会では、公金の投入に当

たっては最大限の結果を追求すべきとの強い思い

に加え、組織の硬直化、閉塞感を打破し、区職員

が萎縮せず能力を発揮できる未来志向な区役所に

なることを望み、次のことを要望・提案した。 

  自主財源の確保、内部通報制度の適切な運用、

事故・ミス事案の撲滅、選挙管理委員の資格要件

に関する議論から区のリーガルチェック体制の整

備、管理職の魅力向上、職員提案制度の導入、区

民の災害備蓄や自助意識促進施策の実施、災害用

倉庫の実効性向上、高齢者入浴事業の再建、省エ

ネ対策、工場設備更新補助、インバウンド施策の

構築・拡充、民泊の規制緩和、小規模事業者経営

改善補助金や人材採用支援助成金の効果的な運用、

デマンドタクシー実証実験の成功に向けた施策、

議会と若手職員の交流等である。 

  なお、介護保険特別会計については、２３区で

も最も高い保険料から脱却が示された一方、課税

世帯の累進性が強化される形にもなった。税金は

公平公正に使われるものであり、区政を実際に支

えている層にも確実に届く施策を今後も展開する

よう強く要望する。 

  以上が、日本維新の会足立区議団の討論要旨で

あります。 

  次に、足立区議会立憲民主党を代表して、銀川

ゆい子委員から、第６号議案から第９号議案及び

第４０号議案の５議案の原案全てに賛成、第６号

議案に対する修正案に反対の立場から討論があり

ました。その要旨を申し上げます。 

  「命と暮らしを守りぬく。安心と活力のあだち」

と名付けた今回の予算は、年始に起きた能登半島

地震を受けた自然災害に対する備えの見直しや、

防災減災対策強化をはじめ包括的相談支援、福祉

まるごと相談課の設立、区民の移動手段を確保す

るバス事業者支援など、区民の命と暮らしを守り

抜く区の強い決意と覚悟を感じる予算編成となっ

ている。 

  災害備蓄食料の増備蓄、コミュニティーバスは

るかぜの運行経営費負担、デマンドタクシー実証

実験、すこやかプラザあだちのオープン、介護保

険サービス利用料の軽減、子ども教育・若者支援、

そして障がい者、障がい児を支える助成額・手当

の拡充など、区民の命と暮らしを守る事業に注力

していることを評価する。 

  一方で、バス事業者支援について、路線の減便・

廃止が続く前に対策を打っていただきたかったと

ともに、デマンドタクシーの実証実験が、ブンブ

ン号のように交通不便地域の期待を裏切らないこ

とを願う。 

  予算特別委員会で指摘した夏休みの子ども体験

無料化事業の拡大、スクールソーシャルワーカー、

スクールカウンセラーなど学校現場支援の拡充、

バス運転士への住居借り上げ支援、スマートバス

停の導入、自転車事故減少対策をはじめとした事

故防止のまちづくり、保護者や子どもたちに産婦

人科医による性に関する情報提供の機会の設置、

重度障がい者グループホームへの区単独の補助制

度の拡大とＡＥＤ設置補助・配備、子どもの室内

遊び場の整備、災害路整備事業の強化、キャッシ

ュレス還元事業の還元率３０％など、今後の区政

運営に対し反映するよう強く求める。 

  以上が、足立区議会立憲民主党の討論要旨であ

ります。 

  次に、足立区議会議会改革を全力で推し進める

会を代表して、長谷川たかこ委員から、第６号議

案から第９号議案及び第４０号議案の５議案の原

案全てに賛成、第６号議案に対する修正案に反対

の立場から討論がありました。その要旨を申し上

げます。 

  新型コロナウイルス感染症の位置づけが季節性

インフルエンザと同じ５類となり、アフターコロ

ナ状況となったが、能登半島地震により足立区の

防災減災対策強化を高める必要性が生じた。災害

備蓄の積み増しや建築物耐震化促進事業の助成対
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象拡充、物価高騰等に対する施策なども含め、令

和６年度は、「命と暮らしを守りぬく。安心と活力

のあだち」と銘打った予算編成となった。区民の

安全と安心につながる防災減災対策については大

変に評価をする。しかし、福祉まるごと相談課の

新設については、今後、先進自治体との取組も検

証しながら進めていくことを求める。 

  足立区は、多様な人が集まる都市部という地の

利からも、暮らしやすい誰からも選ばれる足立区

を目指し、多様性社会の構築に向けた取組、本当

に必要とするところに行き届いた新たな支援を構

築し、実効性ある施策を展開することを求める。 

  本委員会での質疑をまとめて、次のことを指摘

する。 

  医療的ケア児在宅レスパイト事業の拡充、医療

的ケア児の学童保育・保育後デイ等の受入れ、地

域の訪問介護ステーションと連携した医療的ケア

も可能な在宅型病児保育制度の設置、東部地域病

院の病児保育室の拡充、ＬＧＢＴ当事者家族支援、

ペアレント・メンター事業の拡充、デマンドタク

シー、いじめ対策、不登校支援、不登校未然防止

事業、ユニバーサルデザインの教育から学校改革、

ＩＣＴ教育環境の充実、教員の働き方改革、足立

区版ユニバーサルデザインの教育推進について、

委員会での議論の内容を十分に念頭に置き、執行

されることを強く要望する。 

  以上が、足立区議会議会改革を全力で推し進め

る会の討論要旨であります。 

  次に、都民ファーストの会足立区議団を代表し

て、佐藤あい委員から、第６号議案から第９号議

案及び第４０号議案の５議案の原案全てに賛成、

第６号議案に対する修正案に反対の立場から討論

がありました。その要旨を申し上げます。 

  令和６年度は、「命と暮らしを守りぬく。安心と

活力のあだち」をテーマに予算編成され、能登半

島地震を踏まえた地域防災計画の見直し、建物の

耐震性強化や災害備蓄の積み増し、福祉まるごと

相談課の創設、デマンドタクシーの実証実験、は

るかぜの路線経費負担、出産費助成、小児インフ

ルエンザ任意接種費用の助成、ＨＰⅤワクチン接

種費用の助成、夏休みの体験講座や施設利用料無

料化など、子どもから高齢者まで幅広く区民へ寄

り添った予算になっている。 

  なお、本委員会で質疑をした地域防災訓練の実

施率及び参加率向上、避難所開設の実践的防災訓

練の実施率向上と、高齢者とおひとりさまの避難、

避難所での防犯対策とマナー・掲示運営の手順書、

避難所の医師・看護師・心理士の巡回体制の構築、

ＮＰＯ等地域活動の更なる支援とげんき応援事業

助成金、学童保育室・待機児童対策と育休中の申

請利用、不登校等の児童の学童保育室登室許可、

高齢者見守り施策、終活支援構築、介護保育人材

確保施策の拡充、小学生のＳＮＳセーフティー教

室、教員の働き方改革、あだち放課後子ども教室

の改善、不登校保護者支援、教育相談のオンライ

ン化、小さく生まれた赤ちゃんを持つ親の会の対

象拡大、切迫流早産の家事支援、認証保育所によ

る障がい児受入れ促進と更なる支援、子育て応援

列車・子育て応援スペースの設置、小・中学校の

水泳指導とプール保有の方針検討、空き家対策、

宅配ボックスの設置助成など、区政運営に反映す

るよう要望する。 

  最後に、よりよい足立区の未来のために、そし

て区民のためにしっかりと責任を果たしていくこ

とをお誓い申し上げ、討論とする。 

  以上が、都民ファーストの会足立区議団の討論

要旨であります。 

  髙橋まゆみ委員からは、第８号議案、第９号議

案及び第４０号議案の３議案の原案に賛成、第６

号議案、第７号議案及び第６号議案に対する修正

案に反対の立場との意見表明がありました。 

  加地まさなお委員からは、第７号議案、第８号

議案及び第４０号議案の３議案の原案に賛成、第

６号議案、第９号議案及び第６号議案に対する修
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正案に反対の立場との意見表明がありました。 

  川村みこと委員からは、第６号議案から第９号

議案及び第４０号議案の５議案の原案全てに賛成、

第６号議案に対する修正案に反対との立場との意

見表明がありました。 

  各会派から討論終結後、５議案並びに修正案そ

れぞれ採決に付しました。 

  その結果、第６号議案 令和６年度足立区一般

会計予算、第７号議案 令和６年度足立区国民健

康保険特別会計予算、第９号議案 令和６年度足

立区後期高齢者医療特別会計予算、第４０号議案 

令和６年度足立区一般会計補正予算（第１号）の

４議案は、挙手多数により原案のとおり可決すべ

きものに決しました。 

  第８号議案 令和６年度足立区介護保険特別会

計は、全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  また、第６号議案に対する修正案については、

挙手少数により否決されました。 

  以上で、本特別委員会における審査経過並びに

結果についての委員長報告を終わります。議員各

位におかれましては、本特別委員会の決定に御賛

同を賜りますようお願い申し上げ、審査報告を終

わります。 

○工藤てつや議長 委員長の報告が終了いたしまし

た。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  この採決は１議案ごとに行います。 

  最初に、第６号議案について採決いたします。 

  第６号議案 令和６年度足立区一般会計予算に

ついて、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本案は委員会の報告のとおり可決されました。 

  次に、第７号議案について採決いたします。 

  第７号議案 令和６年度足立区国民健康保険特

別会計予算について、委員会の報告は可決であり

ます。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本案は委員会の報告のとおり可決されました。 

  次に、第８号議案について採決いたします。 

  第８号議案 令和６年度足立区介護保険特別会

計予算について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

  次に、第９号議案について採決いたします。 

  第９号議案 令和６年度足立区後期高齢者医療

特別会計予算について、委員会の報告は可決であ

ります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本案は委員会の報告のとおり可決されました。 

  次に、第４０号議案について採決いたします。 

  第４０号議案 令和６年度足立区一般会計補正

予算（第１号）について、委員会の報告は可決で

あります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本案は委員会の報告のとおり可決されました。 

 

           ◇            
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○工藤てつや議長 次に、日程第６から第８までを

一括議題といたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 第１１号議案 足立区職員定数条例の一部を改正

する条例 

 第２６号議案 区長の権限に属する事務の委任等

に関する条例の一部を改正する条例 

 第２８号議案 足立区防災減災対策、整備基金条

例の一部を改正する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第９から第１３まで

を一括議題といたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 第１４号議案 足立区立図書館条例の一部を改正

する条例 

 第３４号議案 足立区住区センター条例の一部を

改正する条例 

 第３５号議案 足立区放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 第３６号議案 足立区立学童保育室条例の一部を

改正する条例 

 第３７号議案 足立区民設学童保育室設置促進補

助金交付審査会条例の一部を改正する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第１４を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 第１６号議案 足立区経済活性化基本条例の一部

を改正する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第１５、第１６を一

括議題といたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 
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 第１７号議案 足立区障がい者福祉手当条例の一

部を改正する条例 

 第４１号議案 足立区介護保険条例の一部を改正

する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議なしと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第１７から第２４ま

でを一括議題といたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 第１８号議案 足立区住宅・建築物耐震助成条例

の一部を改正する条例 

 第１９号議案から第２４号議案まで、以上６議案、

いずれも特別区道路線の認定について 

 第４２号議案 足立区立公園条例の一部を改正す

る条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議なしと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第２５、第２６を一

括議題といたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 第２５号議案 足立区教育ＩＣＴ環境整備資金積

立基金条例 

 第３９号議案 足立区立小学校、中学校等の学校

医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第２７から第３１ま

でを一括議題といたします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 第４３号議案 令和５年度足立区一般会計補正予

算（第１０号） 

 第４４号議案 足立区長等の給料の特例に関する

条例 

 第４５号議案 六月中学校全体保全計画にかかる

内装改修その他工事１期請負契約 

 第４６号議案 足立区特別区税条例の一部を改正

する条例 
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 第４７号議案 足立区国民健康保険条例の一部を

改正する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案について執行機関の説明を

求めます。  

 長谷川勝美副区長。 

［長谷川勝美副区長登壇］ 

○長谷川勝美副区長 ただいま議題となりました５

議案につきまして一括して御説明申し上げます。 

  第４３号議案は、令和５年度足立区一般会計補

正予算（第１０号）であります。 

  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億５，

１９５万３，０００円を増額し、歳入歳出予算の

総額を３，３５１億８，１４４万円とするもので

あります。 

  今回の補正の内容といたしましては、歳入につ

きましては、財産収入を増額いたしたものであり

ます。 

  歳出につきましては、文化芸術振興基金積立金

を増額いたしたものであります。 

  第４４号議案は、区長及び第１副区長の給与月

額を減額する必要がありますので提出いたしたも

のであります。 

  第４５号議案は、足立区議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条例第２

条の規定に基づき提出いたしたものであります。 

  第４６号議案は、地方税法の改正に伴い、規定

を整備する必要がありますので提出いたしたもの

であります。 

  第４７号議案は、国民健康保険法等の改正に係

るもののほか、規定を整備する必要がありますの

で提出いたしたものであります。 

  よろしくお願いいたします。 

○工藤てつや議長 本案について発言の通告があり

ませんので、第４３号議案から第４５号議案まで

については、所管の総務委員会に付託し、第４６

号議案並びに第４７号議案については、所管の区

民委員会に付託いたします。 

  この際、審議の都合により暫時休憩いたします。 

  なお、総務委員会委員並びに区民委員会委員に

申し上げます。 

  休憩中、ただいま付託いたしました議案につい

て審査されますようお願いいたします。 

  詳細については、事務局長より申し上げます。 

○金子敬一区議会事務局長 総務委員会委員の方は

第３委員会室に御参集願います。 

  なお、区民委員会委員の方は各会派控室でお待

ち願います。 

午後１時３５分休憩 

午後２時３４分再開 

○工藤てつや議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  休憩中、総務委員会並びに区民委員会が開会さ

れ、先ほど付託いたしました第４３号議案から第

４７号議案までが審査され、お手元に配付のとお

り委員会の審査報告書の提出がありました。 

  これより討論を行います。 

  第４７号議案について発言の通告がありますの

でこれを許します。 

  ５番小林ともよ議員。 

［小林ともよ議員登壇］ 

○小林ともよ議員 ただいま議題となりました第４

７号議案 足立区国民健康保険条例の一部を改正

する条例について、日本共産党足立区議団を代表

して反対討論を行います。 

  本条例は、次年度の国民健康保険料を決めるも

ので、今回の条例改正によれば、足立区は１人当

たりの平均保険料は１４万２，６７９円で、前年

度より１万８，４５７円の値上げです。特にほか

の健康保険にはない均等割に至っては５，５００

円もの値上げとなっています。物価高騰が続く中、

家計に追い打ちをかける国民健康保険料の値上げ

は到底認めることはできません。 

  国民健康保険は、加入者が減少し、無職の割合
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が最も高く、保険料が軽減されている世帯は６割

を超える状態となっています。６５歳から７４歳

の高齢者の占める割合は減少したものの、団塊の

世代が後期高齢医療保険制度に移行したにすぎず、

それにより国民健康保険組合からの支援金は増加

し、また東京では大学病院など高度な医療を提供

する病院も多く集中しているため、１人当たりの

医療費も増加傾向にあることなどが反映された結

果、２３区の保険料は、全国の保険料の中でもワ

ースト１００に入る高い保険料となっています。 

  国民健康保険事業は、高齢者、低所得者、無職

者の受皿としての役割を果たしてきた一方、増加

傾向にある医療費を負担しなければならず、制度

そのものが存続の危機に立たされています。 

  昨年１１月の特別区長会から厚生労働大臣へ提

言していただきましたように、国庫負担を増やす

べきであるにもかかわらず、法定外繰入れは令和

８年度には解消していく方向で進めています。 

  今回、特別区長会として、値上げの抑止策とし

て一般財源を医療分の保険料に投入し、特別区独

自激変緩和を２年間延長するなど、その先頭に区

長が立っていることは感謝しますが、今回保険料

が値上げになれば、夫婦共に４０代の事業者で小

学生の子供２人の４人暮らし、事業所得２４０万

円で、年間の国民健康保険料は４３万６，２７３

円、介護保険料を含めれば５０万９，１６５円、

国民年金を合わせると９１万６，６８５円で、所

得に占める割合は３８％にもなり、重い負担とな

っています。 

  物価や光熱費が高騰する中で、保険料が高過ぎ

て、保険料を支払っても医療が受けられず、手後

れとなるケースが全国でも毎年報告されています。

これでは、命が守れない保険となってしまうので

はないでしょうか。 

  今回の保険料の値上げは、区民の暮らしを押し

潰すもので、到底認められるものではないことを

申し上げ、討論を終わります。 

○工藤てつや議長 討論が終結いたしましたので、

これより採決いたします。 

  この採決は３回に分けて行います。 

  最初に、第４３号議案から第４５号議案までの

３議案について採決いたします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議なしと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

  次に、第４６号議案について採決いたします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の報

告のとおり可決されました。 

  次に、第４７号議案について採決いたします。 

  本案について、委員会の報告は可決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本案は委員会の報告のとおり可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第３２を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 議員提出第１号議案 足立区生きがい奨励金支給

に関する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  これより討論を行います。 
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  本案について発言の通告がありますので、これ

を許します。 

  ４番西の原ゆま議員。 

［西の原ゆま議員登壇］ 

○西の原ゆま議員 ただいま議題となりました議員

提出第１号議案の足立区生きがい奨励金支給に関

する条例について、日本共産党足立区議団を代表

し、委員会での否決という結果に反対し、可決を

求める立場から討論します。 

  本条例案は、７０歳以上の高齢者に対し年３，

０００円の区内商品券を支給し、健康で充実した

生活を送るために、生涯学習活動や地域活動、福

祉活動など社会参加を積極的に促すため、３４年

前の平成２年から支給してきた事業です。私も地

域の方と挨拶をしたとき、毎年届く商品券はいつ

来るのと、一、二件だけでなく、よく質問されま

す。生きがい奨励金が廃止されて３年もたつのに、

いまだに復活を求める声や署名が届けられていま

す。区民の願いに応えるために、生きがい奨励金

復活を提案するものです。 

  しかし、区民委員会において、我が党の条例提

案に対し、若い人たちからは、自分たちも支給し

てもらいたいのになぜ７０歳なのだという声があ

りましたと発言がありましたが、今、若年者も物

価高騰や奨学金返済、低賃金や長時間労働によっ

て苦しんでいることは同じであります。若年者支

援として充実させていくことは大事なことですし、

私も若者世代として同世代や若年者の声を足立区

に届け、実現させていきたいです。 

  しかし、ここで生きがい奨励金を復活させるこ

とが、若年者たちの支給が制限されることとは違

います。そもそも若年者支援が十分に行き届いて

いないのは、高齢者施策が潤沢に行き届き、こち

らが回らないということではないからです。年金

は減らされ続け収入は減る一方、７０歳、８０歳

でも年金だけでは暮らしていけないため、働いて

いる人が増えています。高齢者のワーキングプア

が社会問題となっています。高齢者の方も大変な

生活を強いられています。 

  高齢者に給付をするのか、若者に給付をするの

かという二者択一で考えさせる、若者と高齢者の

対立、分断をあおりかねないことに疑問を感じま

す。問題の本質は、若者と高齢者の格差ではない

と考えます。 

  また、ある議員からは、生きがい奨励金ではな

くて、限られた財源だから福祉サービスをしっか

りと確保していくという考えはないのかという発

言もありましたが、初めから限られた財源の中で

振り分けを考える必要があると決めつけているの

ではないでしょうか。生きがい奨励金を高齢者施

策の再構築とその対象として考えるため、財源が

限られたものになってしまうのではないでしょう

か。 

  再構築と称して我が党も求めてきた高齢者施策

が実現しましたが、それらは２３区最低水準を脱

却したにすぎず、これを理由に、２３区最低を脱

却したことで生きがい奨励金を削ったことが正当

化できるものではありません。それよりも、１万

９，０００人以上の人たちが生きがい奨励金の復

活を求めていることに関し、どのように働きかけ

れば実現できるのか、あらゆる方法を考え実践し

ていくことが、今の社会で求められているのでは

ないでしょうか。 

  区民委員会の中でも、我が党の小林委員から、

予算はやろうと思えば組めると発言し、ため込ん

だ積立金１，８０３億円の僅か０．２％で実現で

きます。区内小・中学校の給食費無償化が実現し

たことが既に実証済みです。限られた財源と決め

つけて、私たちが生きがい奨励金の復活を諦める

理由にはなりません。 

  私自身も、高齢者の問題が私たちの親の問題、

つまり若者の問題でもあり、だからこそ復活をし、

高齢者の生きがいを大切にする足立区にしていく

ことも強く求め、討論を終わります。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １２  

 

○工藤てつや議長 討論が終結いたしましたので、

これより採決いたします。 

  本案について、委員会の報告は否決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本案は委員会の報告のとおり否決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第３３を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 議員提出第２号議案 足立区育英資金条例の一部

を改正する条例 

                        

○工藤てつや議長 本案につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  これより討論を行います。 

  本案について発言の通告がありますので、これ

を許します。 

  ３０番ぬかが和子議員。 

［ぬかが和子議員登壇］ 

○ぬかが和子議員 ただいま議題となりました議員

提出第２号議案 足立区育英資金条例の一部を改

正する条例について、日本共産党足立区議団を代

表して、委員会での否決という結論に反対し、可

決を求め、討論を行います。 

  足立区の奨学金と返済支援助成は、多くの若者

が利用したくても利用できない状況があり、三つ

の改善が必要です。 

  一つは、今の全額給付の奨学金の４０人枠を増

やすこと。二つ目に、全額ではないものの、多く

の方が利用できる給付型奨学金を並立させること

です。そして三つ目の、返済支援助成を働きなが

ら現在返している若者に適用し拡充することは、

現在の条例の目的を変えなければできないため、

その改正が本条例案です。 

  審議した文教委員会では、区も改善を前向きに

検討している中、今までの議会の慣例からも、少

なくとも継続して議会で議論されていくべきもの

でありましたが、自民、公明、都民ファーストな

どの議員の反対によって否決されました。返済支

援助成を拡充することについては、正面から否定

する議員は誰もいませんでした。そして、数多く

の質問に対する私の答弁に対し反論も全くなかっ

た中、否決される道理がありません。否決をした

理由も、今後、区の要綱制定について対応すべき

だと考えるのでとか、まず条例よりも要綱という

ことで否決など、全く理由にならない、地方自治

法の理解度が問われるものでした。 

  言うまでもなく、要綱は行政機関内部における

内規であって、法規としての性質を持たないもの

です。今回提起したのは、現在の条例の第１条の

目的の支援を受ける対象者の部分です。第１条は、

この条例は、経済的理由により大学、高等学校等

における進学または就学が困難な者に対し奨学資

金を給付し、または就学上必要な学資金を助成す

ることにより、社会に貢献する人材を育成するこ

とを目的とするとあります。進学または就学が困

難な者という対象のままでは、今返している学生

への拡充はおろか、現在区が実施している返済支

援助成についても、卒業後２年以上たっている社

会人に助成するものですから、そごが出ることを

示しました。区の法規も、卒業後の若者への返済

支援は今の条例では目的がずれるので問題がある

との指摘を受けた中で、就学のために貸与を受け

た額の返済により、経済的困難な状況である者を

付け加えた提案です。 

  要綱の返済支援の対象者について、柔軟性を持

って改善していくためにも、その前提である対象

者についての条例変更するものであり、条例より

も要綱などと言えるものではありません。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １３  

 

  また、自由民主党の委員からは、本来学業支援

というところが本来の目的とする育英資金条例の

本質的目的とちょっと方向がずれてしまうのでは

ないかと危惧していると発言がありましたが、こ

れは、現在区が実施している返済支援助成も方向

性がずれていると危惧していることになり、与党

としての発言とは思えません。 

  また、同じく自由民主党議員からは、今まで支

援を受けられないでやってきた人との不公平感が

生じてしまうとの発言がありました。どんな制度

の新設や改善でも、同様の議論はあります。学校

給食費の無償化、子ども医療費の無料化、そして

現在実施している給付型奨学金や返済支援助成、

産後ケア支援、タブレット配布であっても、以前

には制度がないから何ひとつ受けられない人はい

ました。今受けられる人との不公平感を言ったら、

行政の前進を否定することになります。 

  以上、否決という結果には何ひとつ道理はなく、

法的にそごのない返済支援制度とすることにより、

今の若者の社会人としてのスタートをより幅広く

応援するべきです。否決という議会の意思決定は、

若者の応援に水を差すことになり、否決されるこ

とのないように、議員の皆様方にお願いを申し上

げ、討論を終わります。 

○工藤てつや議長 討論が終結いたしましたので、

これより採決いたします。 

  本案について、委員会の報告は否決であります。 

  本案は、委員会の報告どおり決することに賛成

の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本案は委員会の報告のとおり否決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第３４を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 ５受理番号３３ 省エネリフォーム補助金（トイ

レ助成）復活を求める陳情 

                        

○工藤てつや議長 本件につきましては、委員会の

審査報告書を既に配付のとおりであります。 

  発言の通告がありませんので、これより採決い

たします。 

  本件は、所管委員会の審査報告書のとおり採択

とすることに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立多数であります。よって、

本件は委員会の報告のとおり決しました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第３５号を議題とい

たします。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 ５受理番号７ インボイス制度の導入に際し、足

立区シルバー人材センターが会員への分配金から

消費税分を減額しなくて済むように、足立区とし

て援助を求める陳情が３６件 

                        

○工藤てつや議長 本件につきましては、常任並び

に特別委員会の各委員長から、目下委員会におい

て審査中の請願陳情３７件を、会議規則第７４条

の規定により、既に配付いたしました申出書のと

おり、閉会中の継続審査の申出がありました。 

  お諮りいたします。 

  本件は、いずれも閉会中の継続審査にしたいと

思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、さよう決し

ました。 

 

           ◇            
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○工藤てつや議長 次に、日程第３６を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 常任委員会の特定事件の調査について 

                        

○工藤てつや議長 本件につきましては、産業環境

委員会委員長から、所管事務のうち特定事件の調

査についてを、会議規則第７４条の規定により、

既に配付いたしましたとおり、閉会中の継続調査

の申出がありました。 

  お諮りいたします。 

  本件につきましては、産業環境委員会において、

特定事件の調査が終了するまで、閉会中も引き続

き継続調査に付したいと思います。御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、さよう決し

ました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第３７を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 議員提出第３号議案 学校のＩＣＴ環境整備の持

続的・継続的な推進と十分な財政措置を求める意

見書 

                        

○工藤てつや議長 本案について、提出者を代表し、

４３番渡辺ひであき議員の提案理由の説明を求め

ます。 

  ４３渡辺ひであき議員。 

［渡辺ひであき議員登壇］ 

○渡辺ひであき議員 ただいま議題となりました議

員提出第３号議案 学校のＩＣＴ環境整備の持続

的・継続的な推進と十分な財政措置を求める意見

書について、提出者を代表いたしまして提案理由

を御説明申し上げます。 

  本案につきましては議会運営委員会に所属する

全議員が提出者となり提案することに決定した次

第であります。 

  なお、議員各位に既に配付いたしました意見書

を朗読して提案理由の説明に代えさせていただき

ます。 

  学校のＩＣＴ環境整備の持続的・継続的な推進

と十分な財政措置を求める意見書。 

  学習指導要領においては、情報活用能力が言語

能力、問題発見、解決能力等と同様に学習の基盤

となる資質、能力と位置づけられ、各学校におい

てコンピューターや情報通信ネットワークなどの

情報手段を活用するために必要な環境を整え、こ

れらを適切に活用した学習活動の充実を図ること

が明記されている。また、小学校でのプログラミ

ング教育が必修化されるなど、学習活動において

積極的にＩＣＴを活用することが重要となってい

る。 

  ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された１人１

台端末について、多くの自治体で耐用年数が迫る

中、国は「経済財政運営と改革の基本方針２０２

３」において、「各地方公共団体による維持・更新

に係る持続的な利活用計画の状況を検証しつつ、

国策として推進するＧＩＧＡスクール構想の１人

１台端末について、公教育の必須ツールとして、

更新を着実に進める」と明記している。 

  全国の自治体においては、タブレット型端末の

更新に向けて準備を着実に進めていく必要がある

が、その更新費用には莫大な経費が掛かり、自治

体における財源確保が大きな課題となっている。

また、子どもが使いやすく安全な環境でタブレッ

ト型端末を活用するために必要なソフトウエアや

通信環境の維持管理にも多額の経費を要している。 

  よって、足立区議会は、国会及び政府に対し、

自治体が学校のＩＣＴ環境整備を持続的・継続的
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に進めていくことができるよう、下記の事項につ

いて取り組むことを強く求めるものである。 

  記 

  １ 地域の実情に即した制度の見直しや、後年

度負担も含めた補助対象等の拡充を図り、導入し

た全てのタブレット型端末に係る更新経費やラン

ニングコストなど、十分な財政措置を講ずること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、意見

書を提出する。 

  令和 年 月 日 

  議長名 

  衆議院議長 

  参議院議長 

  内閣総理大臣 

  総務大臣 

  財務大臣 

  文部科学大臣 

  デジタル大臣   宛て 

  以上のとおりであります。 

  議員各位におかれましても、本意見書の趣旨に

御賛同くださいまして、速やかに御決定ください

ますようお願いいたします。 

○工藤てつや議長 質疑の通告がありませんので、

お諮りいたします。 

  本案につきましては、会議規則第３７条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の付

託を省略することに決定いたしました。 

  討論の通告がありませんので、これより本案に

ついて採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議なしと認め、原案のとお

り可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第３８を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 議員提出第４号議案 認知症との共生社会の実現

を求める意見書 

                        

○工藤てつや議長 本案について提出者を代表し、

３９番たがた直昭議員の提案理由の説明を求めま

す。 

  たがた直昭議員。 

［たがた直昭議員登壇］ 

○たがた直昭議員 ただいま議題となりました議員

提出第４号議案 認知症と共生社会の実現を求め

る意見書について、提出者を代表いたしまして提

案理由を御説明申し上げます。 

  本案につきましては、議会運営委員会に所属す

る全議員が提出者となり提案することに決定した

次第であります。 

  なお、議員各位に既に配付いたしました意見書

を朗読して提案理由の説明に代えさせていただき

ます。 

  認知症との共生社会の実現を求める意見書。 

  認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、

「共生社会の実現を推進するための認知症基本

法」が令和６年１月１日に施行された。誰もが認

知症になる可能性がある中で、持てる力を生かし、

希望を持って自分らしく暮らし続けることができ

る共生社会の実現のため、今こそ国と地方が一体

となって施策を進めるときである。 

  よって、足立区議会は、国会及び政府に対し、

認知症との共生社会の一刻も早い実現のため、下

記の事項について取り組むことを強く求めるもの

である。 

  記 
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  １ 認知症に対する偏見や差別を解消するため、

省庁横断的かつ総合的な取組の推進に総力を挙げ

ること。 

  ２ 自治体に対し、認知症施策推進計画の策定

において、総合的かつ連続的な計画策定を可能に

する専門人材の派遣などの適切な支援を行うこと。

また、自由度の高い事業展開できる予算措置を検

討すること。 

  ３ 共生社会の実現を推進する取組を、総合的

かつ継続的に推進すること。また、認知症の人が

自治体施策の企画から評価まで参画できる体制整

備を検討すること。 

  ４ 認知症の人の就労を支える整備体制を進め、

相談体制を充実し、本人の状態に応じて社会の一

員として生活できるよう、事業者も含めた社会環

境を整備すること。 

  ５ 一つの事業者で継続的に個々の状況に応じ

た介護保険サービスを提供する小規模多機能型居

宅介護サービス事業について、見守り体制の整備

も含めて拡充すること。 

  ６ 認知症になったとしても、安全・安心に生

活ができる社会環境の構築に向け、成年後見制度

や身元保証等の在り方について課題の整理、検討

を進めること。また、住居確保に向けての相談・

支援の体制を整備すること。また、全ての国民が

正しく認知症に向かい合う社会に向けて、認知症

発症予防や、認知症の容体に応じた相談先等につ

いて繰り返し述べる環境を整備すること。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、意見

書を提出する。 

  令和 年 月 日 

  議長名 

  衆議院議長 

  参議院議長 

  内閣総理大臣 

  総務大臣 

  法務大臣 

  財務大臣 

  厚生労働大臣 

  共生社会担当大臣   宛て 

  以上のとおりであります。 

  議員各位におかれましても、本意見書の趣旨に

御賛同くださいまして、速やかに御決定ください

ますようお願いいたします。 

○工藤てつや議長 質疑の通告がありませんので、

お諮りいたします。 

  本案につきましては、会議規則第３７条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の付

託を省略することに決定いたしました。 

  討論の通告がありませんので、これより本案に

ついて採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、原案のとお

り可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第３９を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 議員提出第５号議案 被災者生活再建支援制度の

拡充を求める意見書 

                        

○工藤てつや議長 本案について、提出者を代表し、

１５番山中ちえ子議員の提案理由の説明を求めま

す。 

［山中ちえ子議員登壇］ 

○山中ちえ子議員 ただいま議題となりました議員

提出第５号議案 被災者生活再建支援制度の拡充
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を求める意見書について、提出者を代表いたしま

して提案理由を御説明申し上げます。 

  本案につきましては、議会運営委員会に所属す

る全議員が提出者となり提案することに決定した

次第であります。 

  なお、議員各位に既に配付いたしました意見書

を朗読して提案理由の説明に代えさせていただき

ます。 

  被災者生活再建支援制度の拡充を求める意見書。 

  ２０２４年１月１日に発生した能登半島地震は、

石川県を中心に多くの人的被害に加え、建物の倒

壊や津波による甚大な被害をもたらした。 

  被災者生活再建支援制度は、被災者の生活再建

を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな

復興を目的として、自然災害の被災者が最大で３

００万円の「被災者生活再建支援金」を受給でき

る制度である。 

  ２００７年に行われた法改正時には、衆参両院

の災害対策特別委員会において、支援金の支援限

度額、国の補助割合を含め、制度の見直しなどの

総合的な検討を加える旨の附帯決議がされたが、

支援金の金額は２００４年の法改正以降据え置か

れたままである。しかし、昨今の物価や人件費の

高騰等を踏まえれば、支援金制度の拡充は必要不

可欠である。 

  よって、足立区議会は、国会及び政府に対し、

被災住民の生活の安定と被災地の速やかな復興を

進めるため、下記の事項について、一刻も早く取

り組むことを強く求めるものである。 

  記 

  １ 住宅の再建や補修等の費用を賄えるよう、

被災者生活再建支援金の支給額を引き上げること。 

  ２ 制度の対象となる被災世帯を拡充すること。 

  ３ 被災自治体の財政負担が重くならないよう、

例えば地方交付税交付金で地方負担分を補填する

こと。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、意見

書を提出する。 

  令和 年 月 日 

  議長名 

  衆議院議長 

  参議院議長 

  内閣総理大臣 

  総務大臣 

  財務大臣 

  内閣府特命担当大臣（防災 海洋政策） 宛て 

  以上のとおりであります。 

  議員各位におかれましても、本意見書の趣旨に

御賛同くださいまして、速やかに御決定ください

ますようお願いいたします。 

○工藤てつや議長 質疑の通告がありませんので、

お諮りいたします。 

  本案につきましては、会議規則第３７条第３項

の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと

思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の付

託を省略することに決定いたしました。 

  討論の通告がありませんので、これより本案に

ついて採決いたします。 

  本案は、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、原案のとお

り可決されました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第４０を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 足立区教育委員会教育長任命の同意について 

                        

○工藤てつや議長 本件について、区長の説明を求
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めます。 

  近藤やよい区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○近藤やよい区長  ただいま議題となりました

足立区教育委員会教育長任命の同意につきまし

て御説明申し上げます。 

  来る３月３１日をもちまして、大山日出夫の任

期が満了となります。後任として中村明慶を任命

いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第１項の規定に基づきまして区議会

の御同意を賜りますよう御提出申し上げました。

略歴につきましては、お手元に配付のとおりでご

ざいます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○工藤てつや議長 質疑の通告がありませんので、

お諮りいたします。 

  本件につきましては、会議規則第３７条第３項

の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思

います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議なしと認め、委員会の付

託を省略することに決定いたしました。 

  討論の通告がありませんので、これより本件に

ついて採決いたします。 

  中村明慶さんの足立区教育委員会教育長任命に

同意することに、賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立全員であります。よって、

中村明慶さんの足立区教育委員会教育長任命に同

意することに決定いたしました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第４１を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 足立区教育委員会委員任命の同意について 

                        

○工藤てつや議長 本件について、区長の説明を求

めます。 

近藤やよい区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○近藤やよい区長  ただいま議題となりました

足立区教育委員会委員任命の同意につきまして

御説明申し上げます。 

  来る３月３１日をもちまして、小関朝之さんの

任期が満了となります。後任として土肥和久さん

を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定に基づきまして

区議会の御同意を賜りますよう御提出申し上げま

した。略歴はお手元に配付のとおりでございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○工藤てつや議長 質疑の通告がありませんので、

お諮りいたします。 

  本件につきましては、会議規則第３７条第３項

の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思

います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の付

託を省略することに決定いたしました。 

  討論の通告がありませんので、これより本件に

ついて採決いたします。 

  土肥和久さんの足立区教育委員会委員任命に同

意することに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立全員であります。よって、

土肥和久さんの足立区教育委員会委員任命に同意

することに決定いたしました。 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 次に、日程第４２を議題といた

します。 

［金子敬一事務局長朗読］ 

 足立区監査委員選任の同意について 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １９  

 

                        

○工藤てつや議長 本件について区長の説明を求め

ます。 

  近藤やよい区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○近藤やよい区長  ただいま議題となりました

足立区監査委員選任の同意につきまして御説明

申し上げます。 

  来る３月２９日をもちまして、野作雅章さんの

任期が満了になります。後任として寺口正治さん

を選任いたしたく、地方自治法第１９６条第１項

の規定に基づきまして区議会の御同意を賜ります

よう提出申し上げました。略歴はお手元に配付の

とおりでございます。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○工藤てつや議長 質疑の通告がありませんので、

お諮りいたします。 

  本件につきましては、会議規則第３７条第３項

の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思

います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○工藤てつや議長 御異議ないと認め、委員会の付

託を省略することに決定いたしました。 

  討論の通告がありませんので、これより本件に

ついて採決いたします。 

  寺口正治さんの足立区監査委員選任に同意する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

［賛成者起立］ 

○工藤てつや議長 起立全員であります。よって、

寺口正治さんの足立区監査委員選任に同意するこ

とに決定いたしました。 

  次に、ただいま任命及び選任に同意いたしまし

た方々から挨拶があります。 

  最初に、中村明慶さんから挨拶があります。 

［中村明慶福祉部長登壇］ 

○中村明慶福祉部長 ただいま、私の教育長任命に

御同意いただきまして、誠にありがとうございま

す。 

  私が教育長として取り組みたいことは、教育委

員会の統括はもとより、教育の最前線で御尽力い

ただいている校長をはじめ、教員、保育士の方々

とともに、教育、保育の現場を、子どもたちにと

って今まで以上に居心地のいい、安心して学べる

居場所にしていくことでございます。これまで、

区職員として培ってきた知識、経験を生かし、区

の教育理念であります「夢や希望を信じて生き抜

く人づくり」に向けて力を尽くしてまいります。 

  議員の皆様方には、引き続き御指導、御鞭撻い

ただきますようお願い申し上げ、挨拶といたしま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

○工藤てつや議長 次に、土肥和久さんから挨拶が

あります。 

［土肥和久さん登壇］ 

○土肥和久さん ただいま御紹介いただいた土肥

和久です。この度、足立区教育委員会の承認に際

しまして、足立区議会の皆様に御同意をいただき、

本当にありがとうございます。 

  ３３歳のときに、足立区に教員として赴任しま

した。９年間勤務をして、その後６年間の副校長、

１６年間の校長生活を過ごしてきました。いつも

児童・生徒とともに一緒に活動してきましたが、

このたび、少し立場を替えて教育委員としての職

を依頼され、とても責任を痛感するとともに、熱

い気持ちを忘れずに、新たな施策等について一緒

に考えてサポートをしていきたいと思います。 

  今後とも、足立の子どもたちの健やかな成長の

協力が少しでもできればと思います。今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。 

  以上で私の挨拶と代えさせていただきます。 

○工藤てつや議長 次に、寺口正治さんから挨拶が

あります。 

［寺口正治さん登壇］ 

○寺口正治さん ただいま御紹介いただきました

寺口正治でございます。 
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  この度、監査委員の選任に当たり、議員の皆様

に御同意を賜り深く感謝申し上げます。 

  現在、税理士として東京税理士会足立支部に所

属しておりまして、税に関わる仕事をしておりま

す。この税理士としての知識を生かし、監査委員

として、足立区の監査基準の基本的な考え方であ

ります「地方自治法に基づく内部統制制度を踏ま

えたリスクアプローチによる監査」「合規性、正確

性、有効性、経済性、効率性の五つの観点からの

監査」について、誠心誠意取り組んでまいりたい

と思います。 

  初めての職務であります。議員の皆様の御指導、

御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げ

ます。本日は誠にありがとうございました。 

 

           ◇            

 

○工藤てつや議長 以上で、本日の日程は全て終了

いたしました。 

  区長より発言を求められておりますので、これ

を許します。 

  近藤やよい区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○近藤やよい区長 令和６年第１回足立区議会定例

会の閉会に当たりまして一言御挨拶申し上げます。 

  皆様には、間に予算特別委員会を挟み、３６日

間という長きにわたりまして、本当に多数の重要

案件につきまして御審議いただき御決定ください

ましたことを御礼申し上げます。 

  そしてただいま、教育長、教育委員会委員の任

命、監査委員の選任に御同意を賜りましたことを

重ねて御礼を申し上げます。 

  ４月からは、今まで係長だった職員が今まで例

年にない数で課長に就任して、新しい役人生活の

スタートを切ると同時に、大勢の新規採用職員も

迎えて、新しい体制の足立区で令和６年度のスタ

ートを切っていくわけでございます。安心と活力

の足立区の実現に向けて、職員共々力尽くしてま

いりますので、今後とも是非区議会の皆様には御

指導、御鞭撻賜りますようにお願い申し上げまし

て御挨拶といたします。 

  ありがとうございました。 

○工藤てつや議長 以上で、令和６年第１回足立区

議会定例会を閉会いたします。 

午後３時２１分閉会 

 

議 長  工 藤 てつや 

副議長  長井 まさのり 

議 員  へんみ 圭 二 

議 員  はたの 昭 彦 

 

 


